
墨田区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２５年３月２８日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇    

 

墨田区条例第１５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   墨田区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例 

 墨田区中高層階住居専用地区建築条例（平成６年墨田区条例第３２号）の一部を次

のように改正する。 

 第４条各号列記以外の部分中「の各号に定める」を「に掲げる」に改め、同条第１

号中「基づく」を「よる」に、「第１３６条の２の２第１項第２号」を「第１３６条

の２の５第１項第２号」に改める。 

別表中「同表第２」を「同表」に、「(ち)項第３号及び第４号」を「(ち)項第２号及び

第３号」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


